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資
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紹
介
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岡
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市
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財
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と
歴
史
』

光
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概
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は

じ

め

に

現

在

の
日
本

の
地

方
自

治
研

究

に

お

い
て
、
地

方
自

治
体

レ
ベ

ル
の

政
策

研
究

を
行

う

こ
と

に
は
大

き

な
意
義

が

あ

る
。

従

来

の
地
方
自

治

研
究

で
は
、
中

央

・
地
方

関

係

に
焦
点

が
当

て
ら

れ

て

い
た
。

そ

の
中

で
、

特

に
中
央

集
権

論

が
主

流

と
な

っ
て

い
た
。

す
な

わ

ち
、
地
方

は
中
央

に
よ

っ
て
統
制

さ

れ

て

い
る
、

と
考

え

ら
れ

て

い
た

の
で
あ

る
。

そ

の
結
果

、

日
本

で
は

、
地

方

レ

ベ
ル
の
政
治

研

究

、

も
し

く

は
、

政
策

研
究

は
主
流

と

な
り

え
な

か

っ
た
。

し

か
し
、

実

際

、
地

方
自

治
体

は
、

全
く

中
央

に
依

存

し
た

形

で
自

ら

の
抱

え
る

問

題

に
対
処

し

て
き

た

の

で
あ

ろ
う

か
。



最
近

で

は
、
地

方

の
政
策

に
関

す

る
ケ

ー

ス

・
ス
タ
デ

ィ
が
増

え

て

き

て

い
る
。

こ
う

し

た
傾
向

は
、

地
方

の
政

治
研

究

、
政
策

研
究

の
重

要

性
が

新
た

に
認

識

さ
れ

た

こ
と
を

示
し

て

い
る
。

つ
ま

り
、

地
方

の

問

題
解

決
能

力

を
評
価

す

る
動

き
が
出

て
き

て

い
る

の

で
あ

る
。

し

か
し
、

地
方

自
治

体

に

つ

い
て
、

歴
史

的

に
見

て
ど

の
よ

う
な
特

徴

を
持

ち
、

ど

の
よ
う

な
政

策

を
行

っ
て

い
る

の
か
、
ま

た
、

財
政

と

政

策

と

の
関

係

は
ど
う

で
あ

っ
た

か
、

と

い

っ
た
総
合

的

な
評

価
を
行

う

よ

う
な
研

究

は
未

だ
十

分

に
な

さ
れ

て

い
る
と

は

い
え

な

い
。

そ
こ

で
筆
者

は
、

そ

の
よ

う
な
、

地

方
自

治
体

を
総

合
的

に
評
価

す

る
研
究

を
行

い
た

い
と
考

え

て

い
る
。

具
体

的

に
は
、

福
岡

県

田
川
市

を
取

り

上
げ

る
予
定

で
あ

る
。

田
川
市

は
、

戦
前

よ
り

、

「炭

都
」
と

し

て
、

我

が
国

の

エ
ネ

ル
ギ

ー

産

業

の
中

心
的
役

割

を
果

た

し
て

い
た
。

し

か
し
、

昭
和

三
〇

年
代

、

国

の

エ
ネ

ル
ギ

ー
政
策

の
転
換

に
よ
り
、
炭

鉱

は
閉

山

さ
れ

て

い

っ
た
。

そ

の
結
果

、

そ
れ

ま
で
主

産
業

で
あ

っ
た
炭
鉱

を
失

っ
た
田
川

市

は
、

一
転

、
過
疎

化

、
高
齢

化

、
失

業
等

の
多

く

の
問
題

を
抱

え

る
地
方
自

治
体

と
な

っ
た
。

以

上

の
経
緯

か
ら

、

田
川
市

は
、

主
産

業
を

欠

い
た

ま
ま
、

中
央

や

県

か
ら

の
財

源

に
依
存

す

る
形

で
、

産
炭

地
域

振
興

政
策

に
力

を
注

い

(
1
)

で
き

た
。
し

か
し
、
田
川

市

の
依
存

す

る
財
源

の
根

拠

と
な

る
石
炭

六
法

は
、
時

限
立

法

で
あ
り

、
平
成

一
四
年

に
は
す

べ
て
期

限
切

れ

と
な

る
。

し

た
が

っ
て
、

田
川

市

は
対
処

す

べ
き
問

題

を
数
多

く
抱

え

、
そ

の

上

、
依

存
財

源

も

い

つ
失

わ
れ

る

か
分

か
ら
な

い
状

況

に
あ
る

と

い
え

る
。

こ

の
よ
う

な
状
況

の
中

で
、

田

川
市

は
自
立

の
道

を
探

っ
て

い
か

な

け

れ
ば

な
ら

な

い
。

筆
者

は
、

地
方

の
政

治

、
政
策

研
究

の
重

要

性
を

ふ
ま

え
、

こ
う

し

た
特
徴

を
持

っ
た
地
方

自

治
体

と
し

て

の
田
川
市

を

研
究

対
象

と
し

て

選

択

し
た
。

こ
こ

で
は
、

田
川
市

研
究

の
前

提

と
な

る
資
料

の
紹

介

を

行

い
た

い
。

本
稿

の
構

成

は
以
下

の
と

お
り

で
あ

る
。
ま
ず

、
「
1

決

算

の
概
要

(普
通

会
計

)
」
は
、
決
算

状
況

、
標

準
財

政
規

模
、
経
常

収

支
比
率

等

、

地

方
交

付
税

に

つ
い
て

の
資

料

で
あ

る
。
次

に
、

「
2

歳

入
」
は
、
歳

入
、
市

民

一
人
当

た

り
決
算

額

に

つ
い
て
の
資
料

で
あ

る
。

さ

ら

に
、

「
3

歳
出

」

で
は
、

目
的

別
、

性
質

別
歳

出
、

市

民

一
人
当

た
り
決

算

額
、
産

炭

地
域
振

興

費

に

つ

い
て

の
資
料

を
取

り
上

げ

る
。
最
後

に
、

「
4

歴
史

」

で
は
、

田
川

市
、

炭
鉱

、
石

炭

六
法
、

産
炭

地
域

振

興

審

議
会

、
石

炭
対

策
等

、

具
体
的

対
策

等
、

そ

の
他

、

に
着

目

し

て
年

表

を
作

成

し
た
。



1

決

算

の
概

要

(普

通
会

計

)

1
-
1

決
算

状
況

(第

1
表

、
第

1
図
、

第

2
図
)

・

実

質
収

支
等

の
推
移

は
、
第

1
表

の
と

お
り

で
あ

る
。
決

算
規

模

の

推
移

は
、

第

1
図

の
と
お
り

で
あ

る
。

歳

入

と
歳
出

は

、
昭
和

三

〇
年
度

か
ら
昭

和
五

六
年
度

ま
で
、

ほ

ぼ

上
昇

し

て

い
る
。

昭
和

五
七
年

度

以
降

、
数

値

は
変
動

し

て

い
る
。
平

成
九
年

度

の
歳

入

は
三

三
、

一

一
二
、

九

三
八
千

円
、
歳

出

は

三
三
、

〇

六
〇
、
一
三

五
千

円

と
な

っ
て

い
る
。
平

成

八
年
度

か
ら

平
成

九
年

度

に
か
け

て

は
、
歳

入

・
歳
出

共

に
増

加

し
て

い
る
。

歳

入
歳

出
差

引
額

を
見

る

と
、

昭
和

三
〇
年

度

、
五

〇
年

度

に
数
値

は

マ
イ
ナ

ス
と
な

っ
て

い
る
。

平
成

九
年

度

の
歳

入
歳
出

差
引

額

は
、

平
成

八
年

度

に
八

四
、

三
六

三
千

円

で
あ

っ
た

の

に
対

し
、

五

二
、

八

〇
三
千

円

と
な

っ
て

い
る
。

実

質
収

支

は
、
昭

和

五
〇
年

度

に
赤
字

と
な

っ
て

い
る
。

平
成

九
年

度

の
実

質
収

支

は
、

平
成

八
年

度

に
七

七
、

六
九

四
千

円

で
あ

っ
た

の

に
対

し
、

四

八
、

三
六

二
千

円
と

な

っ
て

い
る
。

単
年

度
収

支

の
推

移

は
、
第

2
図

の
と

お
り

で
あ

る
。
昭
和

五
〇
年

度

、

五
五

年
度

、
平

成
元

年
度

の
単

年
度

収
支

は
、
大

き
く

マ
イ
ナ

ス

と
な

っ
て

い
る
。

と

こ
ろ
が

昭
和

五

一
年

度

の
単
年

度
収

支

は
大

き
く

プ

ラ

ス
と
な

っ
て

い
る
。

そ

こ
で
昭
和

五

一
年
度

の

『
決
算

実
績

報
告

書

』
を
参

照

し

て
み
よ

う
。

「
昭
和

五

一
年
度

の
財

政
対

策
等

の
概

要

に

つ
い
て
」
で

は
、
「
石
油

シ

ョ
ッ
ク
に
よ

る
経
済

不

況

に
は
抗

し

き
れ
ず

、

昭

和
五

〇
年

度

に
お

い
て

つ
い
に

一
億

五
千

万

円

に
の
ぼ

る
赤
字

決
算

(
2
)

を
余

儀

な
く

さ

れ
た
」
と
あ

る
。

こ
れ

に
対

し

て
、
「
昭

和

五

一
年

度

の

予

算
編
成

に
あ

た

っ
て
は
、
『赤

字

の
解

消

を
は

か
り
財

政

の
健
全

化

を

確
保

す

る

こ
と
』

を
最

大

の
目
標

と

し
て
、

関
係

各
位

の
理

解

と
協
力

を
得

な

が
ら

厳
し

い
編

成
方

針

に
沿

っ
た
緊

縮
型

の
予

算
編

成

を
行

っ

た
」

と

あ

る
。

こ
う
し

て
、

昭
和

五

一
年
度

で
は
赤
字

に
対

処

す
る

た

め

の
財
政

対
策

が
行

わ

れ

て

い
る
。

ま
た
、

昭
和

六

三
年
度

も
単

年
度

収

支

は
大

き
く
プ

ラ

ス
と
な

り
、

平
成

二
年

度

以
降
大

き

く

マ
イ
ナ

ス
に
は

な

っ
て

い
な

い
。

こ
こ

で
、

昭
和

六

三
年
度

の

『
決
算

実
績

報
告

書
』
を
参

照

し

て
み
よ

う
。

「
昭
和

六

一二
年
度

決
算

の
概

要

」
に
お

い
て
、

「①

行

政
改

革

の
推
進

、
②

財
政

健
全

化

の
推
進

、
③

地
域

社
会

の
振

興
整

備

、
④

財
政
秩

序

の
確

立
、

(3
)

等

に
留
意

し

」
財
政

運
営

を
行

う

、

と
あ

る
。
以

上

の
方
針

は
平

成

三

年
度

ま

で
引

き
継

が
れ

て

い
る
。

平

成

八
年
度

の
単

年
度

収
支

は

二
七

、
九

一
二
千

円

で
あ

っ
た

の
に

対

し
、
平

成
九

年
度

に
は

二
三
、
七

七

五
千
円

の
赤

字

と
な

っ
て

い
る
。



第1表 実質収支等の推移

注1実 質収支:歳 入歳出差引額から翌年度へ繰 り越すべ き財源、すなわち継続費逓次繰越額、繰越明許費繰越

額、事故繰越額、事業繰越額、支払繰延額を控除した決算額。
2単 年度収支:当 該年度の決算による実質収支から前年度の実質収支を差 し引いた額。

3実 質単年度収支:単 年度収支から、実質的な黒字要素を加え、赤字要素を差 し引いた額。

資料 田川市役所提供資料

第1図 決算規模の推移

資料 田川市役所提供資料



第2図 単年度収支の推移

資料 田川市役所提供資料

実

質
単

年
度

収
支

は
、

昭
和

五
〇

年
度

、

五
五
年

度

に
赤
字

と

な

っ

て

い
る
。

ま
た

、
平
成

八
年
度

の
実

質
単

年
度

収
支

は

三
四
、

〇

六
六

千

円

の
黒
字

で
あ

っ
た

の

に
対

し

て
、
平

成
九

年
度

に
は

一
九

、

三
七

九
千

円

の
赤

字

と
な

っ
て

い
る
。

1
-
2

標

準
財

政
規

模

(第

2
表
、

第

3
表
)

標
準

財
政

規
模

の
推

移

と
状

況

は
、
第

2
表

、
第

3
表

の
と
お

り
で

あ

る
。

標
準

財
政

規
模

と

は
、
地

方

公
共

団
体

の
標
準

的

な
状
態

で
通

(
4
)

常
収
入
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
経
常
的

一
般
財
源
の
規
模
を
示
す
も
の
で
あ

る
。ま

ず
、
田
川
市
の
推
移
を
み
て
み
よ
う
。
昭
和
四
〇
年
度
以
降
、
標

準
財
政
規
模
は
増
加
し
て
い
る
。
特
に
、
平
成
元
年
度
に
標
準
財
政
規

模
が
大
き
く
な
っ
て
い
る
。
平
成
元
年
度
の

『決
算
実
績
報
告
書
』
を

参
照
し
て
み
よ
う
。
平
成
元
年
度
に
数
値
が
増
加
し
た
原
因
は
、
「財
源

(5

)

(6

)

対
策

債

基
金
費

相
当

分

が
入

っ
て

い
る
た

め
」

と
考

え
ら

れ
て

い
る
。

平
成

二
年
度

以
降

に
は
、
標

準

財
政

規
模

の
伸

び
率

が

マ
イ

ナ

ス
に

転

じ
る

こ
と

が
あ

る
。
平

成
九

年
度

の
標

準
財

政
規

模

は
一
三

、

五
〇

九
、

九
七

六
千

円

で
あ

り
、
平

成

八
年
度

よ

り
九

、

二
三
七
千

円

の
減

と

な

っ
て

い
る
。



第2表 標準財政規模の推移

第3表 標準財政規模の状況

注 県下都市平均は政令都市を除いた平均である。

資料 昭和60年度～平成9年 度 『決算実績報告書』

ま
た
、
類
似
団
体
及
び
県
下
都
市
平
均
と
比
較
し
た
場
合
、
田
川
市

の
標
準
財
政
規
模
が
大
き
く
上
回
っ
て
い
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
、
『決

(7
)

算
実

績
報

告
書

』

で
は
、

失
対

四
事

業
、

生
活

保
護

費

、
老

人
福
祉

費

等

の
旧
産
炭

地

特
有

の
経

費

が
大

き

い
点

が

あ
げ

ら
れ

て

い
る
。

1
-
3

経

常
収

支

比
率
等

(
第

4
表

)

経

常
収

支
比

率
等

の
推

移

は
、
第

4
表

の
と

お
り

で
あ

る
。

第

4
表

と
併

せ

て
、
各

項
目

を

み

て

い
こ
う

。

③

経

常
収

支
比

率

(第

5
表
)

経

常
収

支
比

率

の
状
況

は
、

第

5
表

の
と

お
り

で
あ

る
。
経

常
収

支

比
率

は
、

地
方

公
共

団
体

の
財

政
構

造

の
弾
力

性

を
判
断

す

る
た

め

の

指
標

で
あ

る
。

数
値

が

一
〇
〇

%

に
近

づ
く

ほ
ど
、

地
方

の
財

政
構

造

は
弾

力
性

に
欠

け

る
と

み
な

さ
れ

る
。
都

市

の
標
準

は
、

七

五
%

と
考

え
ら

れ

て

い
る
。
田
川
市

の
経

常
収

支
比

率

は
、
昭

和

四
〇
年

度

か
ら
、

八

八

・
五

%

と
高

い
値

で
あ

る
。
昭

和

五
〇
年

度

に
は
比

率

は
九

七

・

八
%

ま

で
上
昇

し

て

い
る
。

そ

の
前

後

を
調

べ
て
み
よ

う
。

昭
和

四
九

年

度

に

は
数

値

が
最
高

値

一
〇

一

・
八
%

で
あ

っ
た
。

と

こ
ろ
が
昭

和

五

一
年

度

に
な

る

と
、
比
率

は
八

一
・
九

%

に
下

が

っ
て

い
る
。

こ
れ



第4表 経常収支比率等の推移

注1経 常収支比率:経 常的経費に充当された一般財源の額が経es-一般財源の総額に占める割合。

2実 質収支比率:標 準財政規模に対する実質収支額の割合。

3公 債費比率:公 債費に充当された一般財源の一般財源総額に対する割合。

4起 債許可制限比率:地 方債元利償還金に充当された…般財源の標準財政規模に対する割合。

5財 政力指数:基 準財政収入額を基準財政需要額で除 して得た数値の過去3年 間の平均値。

資料 田川市役所提供資料

第5表 経常収支比率の状況

注 県下都市平均は政令都市を除いた平均である。

資料 昭和62年度～平成9年 度 『決算実績報告書』



は
先
の
単
年
度
収
支
で
み
た
よ
う
に
、
昭
和
五

一
年
度
に
行
わ
れ
た
赤

字
財
政
対
策
と
関
連
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

平
成
元
年
度
に
は
、
数
値
は
七
四

・
二
%
に
下
が

っ
て
い
る
が
、
平

成

二
年
度
以
降
に
は
、
再
び
上
昇
し
て
い
る
。
平
成
五
年
度
以
降
に
は
、

田
川
市
の
比
率
は
九
〇
%
を
越
え
て
い
る
。
平
成
元
年
度
の

『決
算
実

績
報
告
書
』
を
見
る
と
、
平
成
元
年
度
に
数
値
が
下
が
っ
た
要
因
に
関

し
て
、
「本
年
度
普
通
交
付
税
に
お
い
て
財
源
対
策
債
基
金
費
が
算
入
さ

(8

)

れ
た
こ
と
に
と
も
な
い
、
普
通
交
付
税
が
大
幅
に
伸
び
た
」
点
が
指
摘

さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
財
源
対
策
債
基
金
費
普
通
交
付
税
算
入
分
を
除

い
た
場
合
、
経
常
収
支
比
率
は
八
四
・
七
%
に
上
昇
す
る
。
し
た
が
っ

て
、
田
川
市
の
財
政
構
造
は
、
実
際
に
は
悪
化
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ

る
。平

成
九
年
度
の
経
常
収
支
比
率
は
九
二
・
九
%
で
あ
り
、
前
年
度
と

比
較
す
る
と
○

・
五
%
増
と
な
る
。
こ
の
場
合
、
地
方
交
付
税
等
経
常

的
な
収
入
が
減
少
し
た
こ
と
が
要
因
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

類
似
団
体
及
び
県
下
都
市
平
均
と
比
較
し
て
み
よ
う
。
昭
和
六
〇
年

度

に
は
、
類
似
団
体
の
経
常
収
支
比
率
は
八

一
・
一
%
、
県
下
都
市
平

均

の
比
率
は
八
四
・六
%
で
あ
る
の
に
対
し
、
田
川
市
の
比
率
は
八
四
・

○
%
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
田
川
市
の
比
率
は
類
似
団
体
よ
り
も
大

き

い
が
、

県
下
都

市

平
均

と

は
ほ

ぼ
同

じ

で
あ

っ
た
。

し

か
し
、

昭
和

六

二
年

度

以
降

、

田
川
市

の
比
率

は
類
似

団
体

及
び

県
下

都
市

平
均

を

大

き

く
上

回

る
よ
う

に
な

っ
た
。
平

成

八
年

度

で

は
、
類

似
団

体

の
比

率

は

八
五

・
三

%
、

県
下
都

市

平
均

の
比
率

は
八

六

・
六
%

で
あ

る

の

に
対

し
、

田
川
市

の
比
率

は
九

二

・
四
%

と
な

っ
て

い
る
。

b公
債

費

比
率

(第

6
表

)

公
債

費
比

率

の
状

況

は
、
第

6
表

の
と
お
り

で
あ

る
。

通
常

財
政
構

造

の
健

全
化

が

お
び

や

か
さ

れ
な

い
た

め

に
は
、

こ

の
比
率

が

一
〇
%

を

越

え
な

い
こ
と
が
望

ま

し

い
と
考

え
ら

れ

て

い
る
。

田
川

市

の
場
合

、
第

4
表

に
お

い
て
、
昭

和

五
〇
年

度

に
は

公
債
費

比

率

が

一

一

・
一
%

と
な

り
、

一
〇
%

を
越

え

て

い
る
。

昭
和

六
〇
年

度

に
は
比
率

は

一
八

・
六
%

と
な

り
、

そ

れ
以
降

も

上
昇

し

て

い
る
。

た

だ

し
、
平
成

元
年

度

に
は
、
数

値

は

一
六

・
六

%

に
下
が

っ
て

い
る
。

し

か

し
、
平
成

二
年

度

以
降

、
比

率

は
再
び

上
昇

し

て

い
る
。
平

成
元

年
度

の
場
合

、
先

に
も

述

べ
た
よ

う

に
、
比

率

が
下

が

っ
た
要

因
は
財

源

対
策
債

基

金
が
普

通

交
付

税

に
算
入

さ

れ
た

こ
と

で
あ

る
と
考

え

ら

れ

る
。

平
成

九
年
度

の
公
債
費

比

率

は

一
九

・
八
%

で
あ

り
、
前

年
度

の
二

一
・
○

%

に
対

し

て
、

改
善

さ

れ

て
い
る
。



第6表 公債費比率の状況

注 県下都市平均は政令都市を除いた平均である。

資料 昭和62年度～平成9年 度 『決算実績報告書』

ま
た
、
類
似
団
体
及
び
県
下
都
市
平
均
と
比
較
し
た
場
合
、
昭
和
六

〇
年
代
よ
り
、
田
川
市
の
公
債
費
比
率
が
上
回

っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、

平
成
三
年
度
以
降
で
は
田
川
市
の
比
率
は
二
〇
%
を
越
え
、
類
似
団
体

と
県
下
都
市
平
均
の
数
値
を
大
き
く
上
回

っ
て
い
る
。

c起
債
許
可
制
限
比
率

(第
7
表
)

起
債
許
可
制
限
比
率
の
状
況
は
、
第
7
表
の
と
お
り
で
あ
る
。
起
債

許
可
制
限
比
率
は
、
地
方
公
共
団
体
に
お
け
る
公
債
費
に
よ
る
財
政
負

担
の
度
合
い
を
判
断
す
る
指
標
で
あ
る
。
起
債
許
可
制
限
比
率
が
二

〇
%
以
上
三
〇
%
未
満
の
団
体
に
対
し
て
は

一
般
単
独
事
業
債
及
び
厚

生
福
祉
施
設
整
備
事
業
債
が
、
三
〇
%
以
上
の
団
体
に
対
し
て
は
災
害

関
連
事
業
債
等
を
除
く
ほ
と
ん
ど
の
起
債
が
許
可
さ
れ
な
い
。

田
川
市
の
起
債
許
可
制
限
比
率
は
、
昭
和
五
五
年
度
の
段
階
で
は

七

・
六
%
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
昭
和
六
〇
年
度
に
は
、
数
値
は
約
二

倍
の
一
四

・
二
%
に
な
っ
て
お
り
、
そ
れ
以
降
上
昇
し
て
い
る
。
平
成

四
年
度
に
比
率
は

一
六

・
一
%
、
平
成
六
年
度

に
は

一
七

・
一
%
と
、

さ
ら
に
上
昇
し
た
。
し
か
し
平
成
七
年
度
に
は
比
率
は

一
六

・
七
%
、

平
成
九
年
度
に
は

一
四

・
九
%
と
改
善
さ
れ
て
い
る
。

類
似
団
体
と
比
較
し
た
場
合
、
類
似
団
体
の
起
債
許
可
制
限
比
率
は



第7表 起債許可制限比率の状況

注 県下都市平均は政令都市を除いた平均である。

資料 昭和62年度～平成9年 度 『決算実績報告書』

平
成

六
年

度

に
八

・
九

%
、

平
成

八
年

度

に
九

・
六
%

で
あ
る

の

に
対

し

、

田
川
市

の
比

率

は

一
七

・

一
%
、

一
五

・
八
%

と
大

き
く
上

回

っ

て

い
る
。
県

下
都

市
平

均

と
比
較

し

た
場
合

、
昭

和

六

一
年

度

に
は
、

県

下
都

市
平

均

の
起
債

許
可

制
限

比
率

は

=

二
・
一
%

で
あ

る

の

に
対

し

、

田
川
市

の
比

率

は

一
四

・
六
%

と
や

や
上
回

っ
て

い
る
。
平

成

八

年
度

に
は
、

県
下

都
市

平
均

の
比

率

は

一
〇

・
八
%

で
あ

る
の

に
対

し
、

田
川
市

の
比

率

は

一
五

・
八
%

と
、
大

き

く
上

回

っ
て

い
る
。

d財
政

力
指

数

(第

8
表
)

財
政

力
指

数

の
状
況

は
第

8
表

の
と
お

り

で
あ

る
。
財

政
力

指
数

は
、

地

方
公

共
団
体

の
財
政

力
を

示

す
指
数

で
あ

る
。

数
値

が
高

い
ほ
ど
、

財

政
力

が
高

い
と
考

え

ら
れ

て

い
る
。

昭
和

三
五
年

度

に

は
、

田

川
市

の
財

政
力
指

数

は
○

・
八
三

四
と
高

い
。

し

か
し

昭
和

四
〇
年

度

に
は
指

数

は
○

・
四

一
八

に
な

っ
て

お
り
、

そ

れ
以
降

○

・
四
を

切

っ
て

い
る
。
指

数

は
昭
和

六

二
年
度

頃

に

は
○

・

三

三
台

に
な

っ
て

い
た

が
、
平

成

七
年
度

以
降

○

・
三

八
台

と
な

り
、

若
干

改
善

さ

れ

て

い
る
。

し

か
し
、

依
然

と

し

て
田
川
市

の
財

政
力

は

脆
弱

と

い
え

る
。

類

似
団

体
及

び
県

下
都

市
平

均

と
比
較

し

て
み

よ
う
。

類
似

団
体

と



第8表 財政力指数の状況

注 県下都市平均は政令都市を除いた平均である

資料 昭和62年度～平成9年 度 『決算実績報告書

比
較
し
た
場
合
、
類
似
団
体
の
財
政
力
指
数
の
平
均
が
○

・
七
四
で
あ

る
の
に
対
し
、
田
川
市
の
指
数
の
平
均
は
○

・
三
五
で
あ
り
、
約
半
分

の
数
値
で
あ
る
。
県
下
都
市
平
均
と
比
較
し
て
も
、
県
下
都
市
平
均
の

財
政
力
指
数
の
平
均
は
○

・
五
四
で
あ
り
、
田
川
市
の
指
数
の
平
均
が

よ
り
低
い
。

1
-
4

地
方
交
付
税

(第
9
表
、
第
10
表
)

地
方
交
付
税
の
推
移
と
状
況
は
、
第
9
表
、
第
10
表
の
と
お
り
で
あ

る
。
地
方
交
付
税
は
、
普
通
交
付
税
と
特
別
交
付
税
の
二
種
類
に
分
け

ら
れ
る
。
原
則
と
し
て
普
通
交
付
税
は
総
額
の
九
四
%
の
額
、
特
別
交

付
税
は
六
%
の
額
と
法
定
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
田
川
市
の
地
方
交
付

税
を
見
る
と
、
昭
和
四
〇
年
度
の
時
点
で
、
特
別
交
付
税
は
総
額
の
約

二
〇
%
の
額
で
あ
る
。
昭
和
五
五
年
度
以
降
に
は
、
特
別
交
付
税
は
総

額
の
二
〇
%
を
切
る
。
し
か
し
平
成
九
年
度
の
段
階
で
も
、
特
別
交
付

税
は
総
額
の
約

一
四
%
の
額
と
な
っ
て
い
る
。
地
方
交
付
税
全
体
と
し

て
は
、
特
に
平
成
二
年
度
以
降
、
地
方
交
付
税
は
減
少
し
て
い
る
。
そ

れ
に
伴
い
、
普
通
交
付
税
も
減
少
し
て
い
る
。

た
だ
し
先
に
も
み
た
よ
う
に
、
平
成
元
年
度
に
は
地
方
交
付
税
は
大

き
く
増
加
し
て
い
る
。
平
成
元
年
度
の

『決
算
実
績
報
告
書
』
に
よ
る



第9表 地方交付税の推移

注1基 準財政収入額:地 方交付税 の算定に用 いるもの。各地 方公共団体 の財政力を

合理的 に測定す るために、標準的な状態 において徴収が見込

まれる税収入 を一定の方法に よって算定 した額。

2基 準財政需要額:地 方交付税 の算定基礎 とな るもの。各地方公共団体が、合理

的且つ妥当な水準にお ける行政 を行い、又 は施設 を維持する

ための財政需要 を一定の方法によって合理的 に算定 した額。

資料 田川市役所提供資料

第10表 地方交付税の状況

資料 昭和62年度～平成9年 度 『決算実績報告書』



と
、
「
五
六
年
度
以
前
に
借
入
れ
た
財
源
対
策
債
に
つ
い
て
、
本
年
度
末

残
高
相
当
額
が
財
源
対
策
債
基
金
費
と
し
て

一
、
七
二

一
、
八
三
四
千

円
、
前
年
度

(二
〇
、
○
○
○
千
円
)
に
引
き
続
い
て
ふ
る
さ
と
創
生

資
金
と
し
て
八
〇
、
○
○
○
千
円
、
地
域
振
興
基
金
と
し
て
六
六
、
七

(
10

)

〇
九

千

円
等

が
算

入

さ
れ
た

こ

と
」
が

増
加

の
要

因

と
考

え
ら

れ

て

い

る
。

し

か
し

、
財

源
対
策

債

基
金

費
等

は
臨

時
的

な

も

の
な

の
で
、

こ

れ

を
除

い
た
場
合

、
実

質
的

に
は
地
方

交
付

税

は
減

と
な

っ
て

い
る
。

平

成

九
年
度

を
前

年

度

と
比
較

し

た
場
合

、
特

別
交

付
税

は

一
・
○

%

の
増

加

で
あ

る
が

、
普

通
交

付
税

は

二

・
四
%

の
減

、
合

計

二

・
○

%

の
減

と

な

っ
て

い
る
。

2

歳

入

2
-
1

歳

入

(第

11
表

、
第

3
図
)

歳

入

の
構
成

推

移

は
第

11
表

の
と

お
り

で
あ

る
。
自

主

財
源

と
依

存

財

源

の
推

移

は
第

3
図

の
と
お

り

で
あ

る
。

地

方
税

は
、
昭

和

三
〇
年

度
以

降
、

上
昇

し

て

い
る
。

し

か
し
地

方

税

の
構
成

比

は
、

平
成

四
年

度

ま

で
は

一
五
%
前

後

で
あ

り
、

そ
れ

以

降

は

一
六
%

に
伸

び

て

い
る
が
、

大

き
な
割

合

を
占

め

て
は

い
な

い
。

地

方
交

付
税

の
構
成

比

は
平
均

二
六

・
一
%

で
あ

り
、

二
五

%
～

二

七

%
前
後

で
推

移

し

て

い
る
。

国
庫

支

出

金

は

昭
和

五

五
年

度

頃

ま

で

上
昇

し
、
構

成

比

も

約

四

〇

%
を
占

め
て

い
た
。

し

か
し

そ
れ
以

降
、

金
額

、
割

合
共

に
低

下
し

て

い
る
。
平
成

九
年

度

の
国
庫

支

出
金

の
割

合

は

二
七

・
二
%

と
、

三

〇

%
を

切

っ
て

い
る
。

歳
入

の
構

成
全
体

を

見

て
み

よ
う
。

ま
ず

昭
和

四

五
年
度

に
は
、
国

庫

支
出

金
が

最
も

大

き
な
割

合

を
占

め
、

以
下
地

方
交

付
税

、
市

税
、

市

債

の
順

に
な

っ
て

い
る
。

し

か
し
、

平
成

八
年

度

の
場
合

、
地

方
交

付

税

が
最
も

大

き
な
割

合

を
占

め

て
お
り
、

必
ず

し

も
国
庫

支
出

金

が

最

も
大

き

い
と

は

い
え

な

く
な

っ
て

い
る
。

ま

た
、
平

成
九

年
度

の
場

合

を
取

り
上

げ

て
み

よ
う
。

『地
方

財

政
白
書

平
成
一
一

年

度

版

(平

成

九
年

度
決

算
)
』
に
よ
る

と
、
市

町
村

に
お

い
て
、
地

方
税

が
最

も
大

き
な
割

合
を

占

め
、
次

い
で
地
方

交
付

税

、
地
方

債

、
国
庫

支
出

金

の

(
11
)

順

に
な

っ
て

い
る
。

こ
れ

に
対

し
、

田
川
市

に
お

い
て

は
、

国
庫

支
出

金

が
最

も
大

き

く
、
次

い
で
地
方

交
付

税

、
市
税

、
市

債

の
順

と
な

っ

て

い
る
。

田
川
市

に
お

け
る
自

主
財

源

と
依
存

財

源
を
比

較

す

る
と
、

昭
和

四

五

年
度

で
は
自

主

財
源

が

二
〇

・
五
%

、
依

存
財

源

が
七
九

・
五
%

で

あ

る
。

平
成

九
年

度

で
は
自

主
財

源

が

二
六

・
七
%

、
依
存

財

源
が
七
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第3図 自主財源と依存財源の推移

注 自主財源:市 税、分担金、使用料 ・手数料、財産収入、寄附金、繰入金、繰越金、諸収入

依存財源:地 方譲与税、利子割交付金、地方消費税交付金、自動車取得税交付金、地方交付税、交通安全対

策特別交付金、国庫支出金、県支出金、市債、諸収入(鉱 害復旧事業団交付金)

資料 平成2年 度～平成9年 度 『決算実績報告書』

三

・
三
%

で
あ

る
。

し
た

が

っ
て
田
川

市

の
場
合

、

昭
和

四
五
年

度

以
来

現
在

ま

で
、.
依

存
財

源

が
圧
倒

的

に
大

き
な
割

合

を
占

め

て

い
る

こ
と
が
分

か
る
。

2
-
2

市

民

一
人
当

た

り
決
算

額

(第

12
表
)

市

民

一
人
当

た
り
決

算
額

の
状
況

は
、

第

12
表

の
と

お
り

で
あ

る
。類

似
団
体

と
比
較

し

て
み

よ
う
。

類
似

団
体

に
お
け

る
市
税

の

構
成

比

の
平
均

が

四

一
・
八
%

で
あ

る

の

に
対

し
、

田

川
市

の
平

均

は

一
五

・
七

%

で
あ

り
、

田
川
市

の
数

値

が
圧
倒

的

に
低

い
。

地

方

交

付
税

を

み

る

と
、

類

似

団

体

の

構
成

比

の
平

均

は

一

二

・
八
%

で
あ

る

の
に
対

し
、

田
川
市

の
平
均

は

二
七

・
二
%

と
、

高

い
。

国
庫

支

出
金

も
同

様

で
あ

る
。
類

似
団

体

の
構
成

比

の
平
均

は

一
〇

・
四
%

で
あ

る

の
に
対

し
、

田
川
市

の
平

均

は

二
八
%

で
あ

る
。

田
川
市

の
国
庫
支

出

金

は
年

々
減
少

し

て

い
る
が
、

類
似

団

体

よ

り
も
依

然

と
し

て
高

い
値

で
あ

る
。

県
支

出
金

を

み

る
と
、

田
川

市

の
数
値

が
類

似
団

体

よ
り
も

高

い
。

県
支
出

金

の
構
成

比

で

は
、
平

成

四
年
度

か
ら
平
成

七
年

度
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ま

で
は
類
似

団
体

よ
り
も

田
川
市

の
割

合

が
小

さ

い
。
し

か

し
平
成

八

年

度

に
な

る
と

田
川
市

の
割

合

は
七

・
三
%

、
類

似
団

体

の
割
合

は
五

・

○

%

に
な

り
、

田
川
市

の
方

が
大

き

く
な

っ
て

い
る
。

市
債

を

み

る
と
、
平

成

二
年
度

ま

で

は
、

田
川
市

の
構

成
比

の
方

が

類

似

団
体

の
そ

れ
よ

り
も
高

い
。

し

か

し
平
成

八
年

度

の
段
階

で
は
、

類

似

団
体

の
市
債

の
構

成

比

は

一
二

二

二
%

で
あ

る

の
に
対

し

て
、
田

川
市

の
構
成

比

は

一
〇

・
八
%

で
あ

り
、

類
似

団
体

よ

り
も

田
川
市

の

方

が

小
さ

く
な

っ
て

い
る
。

3

歳

出

3
-
1

目

的
別

歳
出

(第

13
表

、
第

4
図
)

目
的

別

歳
出

の
構

成
推

移

は
第

13
表
、

目
的

別
歳

出

の
構
成

比

の
推

移

は
第

4
図

の
と

お
り

で
あ

る
。

こ

こ
で

は
、

歳
出

を
行

政

目
的

別

に

分
類

し
、

構
成

を

み
る
。

総

務
費

と

は
、
主

に
行

政

の
内
部
管

理

事
務

に
要

す

る
経
費

で
あ
る
。

総
務

費

の
構
成

比

は
、
昭

和

四
〇
年

代

に

は
約

一
一
%

で
あ

り
、

昭
和

五
〇

～
六

〇
年

代

に
は

一
〇
%

を
切

っ
て

い
る
。

ま
た
平

成

二
年

度

に

は
構

成
比

は
一
一

・
○
%

に
な

っ
た
が

、
平
成

五
年

度

に
は
八

・
七
%

に
な
り
、

以
降

減
少

し

て

い
る
。

民
生
費
と
は
、
主
に
福
祉
に
必
要
な
行
政
経
費
で
あ
る
。
変
動
は
あ

る
が
、
民
生
費
の
構
成
比
の
平
均
は
二
四
・
三
%
と
な
っ
て
い
る
。

労
働
費
は
平
成
二
年
度
ま
で
は
増
加
し
て
い
た
が
、
平
成
七
年
度
以

降
減
少
し
て
い
る
。
労
働
費
の
構
成
比
は
昭
和
五
〇
年
代
ま
で
約
三

〇
%
で
あ

っ
た
が
、
昭
和
五
五
年
度
以
降
に
は
二
〇
%
を
切
る
よ
う
に

な
っ
て
い
る
。
平
成
九
年
度
に
は
、
数
値
は
さ
ら
に

一
四

・
九
%
に
減

少
し
て
い
る
。

土
木
費
は
、
昭
和
五
五
年
度
ま
で
は
上
昇
し
て
い
た
が
、
昭
和
六
〇

年
度
以
降
は
下
降
し
て
い
る
。
土
木
費
の
構
成
比
は
、
昭
和
五
〇
年
度

頃
ま
で
は
約
六
%
台
で
あ
っ
た
の
が
、昭
和
五
五
年
度
に
は
二
九
・七
%

と
増
加
し
て
い
る
。
し
か
し
昭
和
六
〇
年
度
に
は
、
数
値
は
二
〇
%
を

割
っ
て
い
る
。
平
成
六
年
度
頃
の
数
値
は
約

=

%
で
あ
っ
た
が
、
平

成
九
年
度
に
は

一
五

・
○
%
に
増
加
し
て
い
る
。

教
育
費
は
、
昭
和
五
五
年
度
ま
で
は
増
加
し
て
い
た
が
、
昭
和
六
〇

年
度
以
降
は
減
少
し
て
い
る
。
変
動
は
あ
る
が
、構
成
比
は
七
%
～
八
%

台
を
推
移
し
て
い
る
。

目
的
別
歳
出
の
構
成
全
体
を
み
て
み
よ
う
。
昭
和
六
〇
年
度
以
降
平

成
八
年
度
ま
で
民
生
費
が
最
も
大
き
な
割
合
を
占
め
て
お
り
、
以
下
労

働
費
、
土
木
費
と
な
っ
て
い
る
。
平
成
九
年
度
の
場
合
、
市
町
村
に
お
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い
て
は
、
土

木
費

が

最
も

大

き
な
割

合

を
占

め
、
次

い
で
民
生

費

、
教

(12

)

育
費
、
総
務
費
の
順
と
な

っ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
田
川
市
に
お
い

て
は
、
民
生
費
が
最
も
大
き
く
、
次
い
で
土
木
費
、
労
働
費
、
総
務
費
、

教
育
費

の
順
と
な
っ
て
い
る
。

3
-
2

性
質
別
歳
出

(第
14
表
、
第
5
図
)

性
質
別
歳
出
の
構
成
推
移
は
第
14
表
、
性
質
別
歳
出
の
構
成
比
の
推

移
は
第

5
図
の
と
お
り
で
あ
る
。
性
質
別
歳
出
と
は
、
地
方
公
共
団
体

の
経
費
を
そ
の
経
済
的
性
質
を
基
準
と
し
て
分
類
さ
れ
た
歳
出
の
こ
と

で
あ
る
。
ま
た
、
性
質
別
歳
出
を
、
「義
務
的
経
費
」
「投
資
的
経
費
」

「そ
の
他
の
経
費
」
の
三
つ
に
分
類
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

義
務
的
経
費
は
、
地
方
公
共
団
体
の
歳
出
の
う
ち
、
そ
の
支
出
が
義

務
づ
け
ら
れ
、
任
意
に
削
減
で
き
な
い
経
費
で
あ
る
。
人
件
費
、
扶
助

費
、
公
債
費
が
こ
れ
に
あ
た
る
。
投
資
的
経
費
と
は
、
社
会
資
本
の
整

備
に
要
す
る
経
費
で
あ
る
。
普
通
建
設
事
業
費
、
災
害
復
旧
事
業
費
、

失
業
対
策
事
業
費
が
こ
れ
に
あ
た
る
。

ま
ず
、
義
務
的
経
費
を
み
て
み
よ
う
。
義
務
的
経
費
は
昭
和
三
〇
年

度
よ
り
増
加
し
て
い
る
。
ま
た
構
成
比
は
、
昭
和
三
〇
年
代
に
は
約
五

〇
%
を
占
め
て
い
た
。
昭
和
四
五
年
度
以
降
に
は
義
務
的
経
費
の
構
成

比
は
五
〇
%
を
切
っ
て
い
る
が
、
平
成
七
年
度
頃
か
ら
は
再
び
五
〇
%

近
く
に
な

っ
て
い
る
。

義
務
的
経
費
は
、
田
川
市
の
歳
出
の
中
で
大
き
な
割
合
を
占
め
て
い

る
。
そ
の
中
で
も
、
扶
助
費
の
割
合
が
高
い
。
扶
助
費
と
は
、
「地
方
公

共
団
体
が
各
種
の
法
令
、
す
な
わ
ち
生
活
保
護
法
、
児
童
福
祉
法
、
老

人
福
祉
法
等
に
基
づ
き
被
扶
助
者
に
対
し
て
支
給
す
る
費
用
、
及
び
地

(
13
)

方
公

共
団

体
が

単
独

で
行

っ
て

い
る
各
種

扶
助

の
支

出
額

」

の

こ
と

で

あ

る
。
昭
和

五

〇
年
度

ま

で
、
扶

助
費

の
構

成
比

は

二
〇
%

以

上

で
あ

っ

た
。

昭
和

五
五

年
度

以
降

、
構

成
比

は

二
〇
%

を

切

っ
て

い
る
。

次

に
投

資
的

経
費

を
取

り
上

げ

て
み

よ
う
。

投
資

的
経

費

は
昭
和

五

五
年
度

頃

、
非
常

に
大

き
な
額

と

な

っ
て

い
る
。

昭
和

五
六
年

度

に
は

最

高
額

一
五
、

九
七

八
、

五
〇

二
千

円

で
あ

っ
た
。

し

か
し
、

そ

れ
以

降

は
減

少

し
、

平
成

九
年

度

の
投
資

的
経

費

は

一
〇
、

六
九
〇

、

一
二

一
千

円

に
な

っ
て
い
る
。

投
資

的
経

費

の
構
成

比

は
、

昭
和

四
五
年

度

に

は
四

二
・
四
%

と

な
り
、
こ

の
頃
大

き

な
割
合

を
占

め

る
よ

う

に
な

っ

た
。

昭
和

五
五
年

度

に
構

成
比

は

五
三

・
六
%

と

な
り
、

全
体

の
半

数

以
上

を
占

め

る

こ
と

に
な

っ
た
。

そ
れ

以
降
割

合

は
小

さ
く

な
り
、

平

成

二
年

度

以
降

は
三

〇
%

台

と
な

っ
て

い
る
。

投
資

的

経
費

の
中

で

は
、
普

通
建

設
事

業
費

と
失

業
対

策
事

業
費

の



第14表 性質別歳出の構成推移

資料 田川市役所提供資料



第5図 性質別歳出の構成比の推移

資料 田川市役所作成資料

割

合
が

大
き

い
。
普

通
建

設

事
業
費

は
、
昭
和

五

五
年
度

ま
で
増
加

し
、

昭

和
六

〇
年
度

以
降

に
は
減

少

し

て

い
る
。
失

業

対
策

事
業

費

は
、
昭

和

六
〇
年

度

ま

で
増

加

し
、

平
成

七
年

度
頃

か
ら

減
少

し

て

い
る
。

そ

の
他

の
経
費

の
中

で

は
、
物

件
費

、
補

助
費

等

が
大

き
な
割
合

を

占

め

て

い
る
。
物

件
費

は
昭

和

三
〇
年

度

以
来
増

加

し

て

い
る
。
補

助

費

等

は
昭
和

四
〇
年

度

以
来

増
加

し

て

い
る
。

3
-
3

市

民

一
人
当

た
り
決

算
額

(
目
的
別

)

(第

15
表
)

市
民

一
人

当

た
り
決

算
額

の
状

況

(目
的

別
)

は
、

第

15
表

の
と

お

り

で
あ

る
。

民
生
費

の
構
成

比
を

み

る
と
、

類
似

団
体

の
平

均

が

一
九

%

で
あ

る

の

に
対

し
、

田
川
市

の
平
均

は

二

二

・
九
%

で
あ

る
。

金
額

、
構
成

比

共

に
田
川
市

の
方

が
大

き

い
と

い
え

る
。

公
債
費

の
構
成

比
を

み

る
と
、

類
似

団
体

の
平

均

が
八

・
六
%

で
あ

る

の
に
対

し
、

田
川
市

の
平

均

は

一
四

・
三
%

で
あ

る
。
金

額
、

構
成

比

共

に
田
川

市

の
方
が

大

き

い
。

労
働

費
を

み

る
と
、

類
似

団
体

の
構

成
比

の
平

均

が

一
・
三
%

で
あ

る

の
に
対

し
、

田
川
市

の
平

均

は

一
七

・
四
%

で
あ

る
。

田
川
市

の
労

働

費

の
金
額

、
構

成
比

共

に
類
似

団
体

を
大

き

く
上

回

っ
て

い
る
。



第15表 市民一人当たり決算額の状況(目 的別歳出)

資料 昭和60年 度～平成9年 度 『決算実績報告書』



土

木
費

の
場

合
、

平
成

四
年

度

ま

で
は
田
川

市

の
金
額

が
上

回

っ
て

い
た
が
、

平
成

五
年

度

に
は
類

似
団

体

の
方

が
上

回

っ
て

い
る
。
総

務

費

も

同
様

、
平
成

五
年

度

ま

で
は
田

川
市

の
金
額

が

上
回

っ
て

い
た
が
、

平
成

六
年
度

に
は
類
似

団

体

の
方
が

上

回

っ
て

い
る
。

土
木

費

、
総

務
費

、
衛

生
費

、
教

育
費

の
構

成
比

は
、

類
似

団
体

よ

り
も

田
川
市

の
方

が
低

い
。

3
-
4

市

民

一
人
当

た

り
決
算

額

(性

質
別

)

(第

16
表

)

市

民

一
人
当

た

り
決
算

額

の
状
況

(性

質
別

)

は
、
第

16
表

の
と

お

り

で
あ

る
。

人
件

費

を

み
る

と
、
金

額

は
田
川

市

の
方

が
類
似

団
体

を
上

回

っ
て

い
る
。

し

か
し

構
成

比

は
、
類

似
団

体

よ
り
も

田
川

市

の
方

が
低

い
。

扶
助

費

を

み
る

と
、

田
川
市

の
金

額

は
類
似

団
体

の
そ
れ

を
大

き
く

上
回

っ
て

い
る
。

ま
た
、

類
似

団
体

の
扶

助
費

の
構

成
比

は

一
〇
%

台

か
ら

、
平

成

四
年
度

以
降

八
%

台

に
減
少

し

て

い
る
。

こ
れ

に
対

し
、

田
川
市

の
構

成

比

は
平
成

元
年
度

の

一
四

・
七

%

か
ら
、

平
成

八
年

度

に

は

一
八

・
八
%

に
増
加

し

て

い
る
。

公
債

費

を

み
る

と
、
類

似
団
体

よ
り

も
田
川

市

の
金
額

、
構

成

比
が

大
き

い
。

第16表 市民一人当たり決算額の状況(性 質別歳出)

資料 平成元年度～平成9年 度 『決算実績報告書』



投
資

的
経

費

を

み
る
と
、

田
川

市

の
金
額

が

類
似

団
体

の
そ
れ

を
大

き
く

上
回

っ
て

い
る
。

ま

た
、
類

似

団
体

の
構
成

比

の
平

均

は

二
八

・

一
%

で
あ

る
。
他

方
、

田

川
市

の
平
均

は

三

二

・
二
%

で
あ

り
、

よ
り

高

い
。

3
-
5

産
炭

地

域
振

興
費

(第

17
表

)

産
炭

地
域

振

興
比

の
推
移

は
、

第

17
表

の
と

お
り

で
あ

る
。

産
炭

地
域

振

興
費

は
、

昭
和

四
五

年
度

よ

り
増
加

し

て

い
る
。
構

成

比
も

、
昭

和
六

〇
年
度

に
は

一
二

・
二
%

に
上

昇

し
、

そ
れ
以

降

も
上

昇
を
続

け
、
平
成

九
年

度

に

は

一
四

・
二
%

と
な

っ
て

い
る
。

前
年

度

と
比

較
す

る
と

、
平
成

九
年

度

の
金
額

は
四
、

六

四
八
、

〇

八
四
千

円

で
あ

り
、

三

二
二
、

八
七

七
千

円

(七

・
五
%

)

の
増

と
な

っ
て

い
る
。

『決

算
実

績
報

告
書

』
で
は
、

産
炭

地
域

振

興
費

は
、

さ
ら

に
産
炭

地

域
開

発
就

労
事

業

と
特
定

地
域

開
発

就
労

事
業

の
事

業
費

に
分

け

ら
れ

て

い
る
。

産
炭

地
域

開
発

就
労

事
業

、
特

定
地

域
開

発
就

労
事

業

の
事

業
費

は
、

共

に
変
動

は
あ

る
も

の
の
増
加

し

て

い
る
。

第17表 産炭地域振興費の推移

資料 昭和45年度～平成9年 度 『決算実績報告書』



4

歴
史

(歴
史
年
表
)

田
川
市
、
炭
鉱
、
石
炭
六
法
、
産
炭
地
域
振
興
審
議
会
、
石
炭
対
策

等
、
具
体
的
施
策
等
、
そ
の
他
、
に
着
目
し
、
歴
史
年
表
を
作
成
し
た
。

歴
史
年
表

年1950

(S25)

1951

〈
S26)

1952

(S27)

1953

(S28)

1954

(S29)

田
川

市

香
月
保
市
長

炭
鉱

4,21炭
鉱
労
働

組
合

統
一

、
日
本
炭

鉱
労

働
組

合

(炭
労
)結

成

9.15福
岡
地

方
炭
鉱

主

婦
協

議
会

結
成

10.13炭
労

、
賃

金
引

き

上
げ

を
要

求
し

、
63日

間

の
長

期
ス

ト
に
突

入

7.4県
下

の
総

評
・電

産
・
炭
労

を
中
心

に
ス

ト

規
制

反
対
運

動
起

こ
す

8.7三
井
鉱

山
、
6739

人
の
人
員

整
理

を
発
表

9.1通
産
省
工

業
技
術

院
公
害
資

源
研
究

所
九

州

石
炭

鉱
山
技

術
試

験
セ
ン

タ
ー
試
験

炭
鉱

、
碓
井

町

に
開
設

11.三
井
鉱

山
解

雇
撤

回

を
発

表

5.5炭
鉱

大
手

各
社

、

自
主
的

に
出
炭
制

限
に
入

る

石
炭
六

法

8.1臨
時
石

炭
鉱
害
復

旧
法

産
炭
地
域
振
興
審
議
会

石
炭
対
策
等

具
体
的
施
策
等

そ
の
他

地
方
税
法

、
固

定
資
産
税

の
創
設

地
方
交
付
税
制
度
の
成
立



年1955

(S30)

1959

(S34)

1960

(S35)

1961

(S36)

1962

(S37)

1963

(S38)

田
川

市

坂
田
九
十

百
市
長

(一
期
)

坂
田
九
十

百
市
長

(二
期
)

9.20豊
州

炭
鉱
で

水
没
事

故
、
死

者
67

人坂
田
九
十
百

市
長

(三
期
)

炭
鉱

7.8県
議
会

に
石
炭

産

業
合
理

化
に
基

づ
く
失
業

対
策
特

別
委
員

会
を
設

置

8.28三
井
鉱

山
、

三
鉱

連
に
4580人

希
望
退
職

、

第
二
次

企
業
整

理
案
提

示

三
池
争

議
始

ま
る

9.10福
岡

で
炭
鉱

失
業

者
を
救

う
「黒

い
羽

」
募

金
始

ま
る

12.6炭
鉱

離
職
者

緊
急

就
労
対

策
事

業
実
施

10.28三
池

争
議
、

労
使

双
方

が
中
労

委
再
斡

旋
案

受
諾

11.1三
池

争
議

、
労
使

双
方

が
平
和

宣
言
確

認
、

282日
ぶ

り
に
解
決

9.25炭
労

の
石
炭

政
策

転
換

要
求
行

進
団

、
福

岡

を
出
発
(10.12東

京
着
)

石
炭
鉱
業
調

査
団
、
福

岡

入
り
(筑

豊
炭
鉱

で
調
査

開
始
)

10.4国
鉄

、
糟

屋
郡

の

志
免

鉱
業
所

閉
山
を
正
式

決
定
(労

組
に
通
告
)

石
炭
六

法

8.10石
炭
鉱

業
構
造

調

整
臨
時

措
置
法

12.18炭
鉱
労

働
者

等
の

雇
用

の
安
定
等

に
関

す
る

臨
時
措

置
法

11.13産
炭

地
域
振

興
臨

時
措

置
法
(産

炭
法
)公

布
、
施
行

6.7石
炭

鉱
害
賠

償
等

臨
時

措
置
法

産
炭
地
域
振
興
審
議
会

4.ユ
産
炭
地

域
振

興

審
議

会
設
置

12.6産
炭

地
域
振

興

に
関

す
る
中
間
報
告

10.26産
炭

地
域
振

興

基
本
計

画
を
策
定

11.12産
炭
地

域
振

興

実
施
計

画
を
策
定

石
炭
対
策
等

10.13第
1次

石
炭
政

策
(昭

和
38年

度
か

ら

実
施
)

具
体
的
施
策
等

2.26産
炭

地
域
(2

条
地

域
)と

し
て
、
238

市
町

村
を
指

定
(う

ち

6条
市
町
村
99)

7.20産
炭

地
域
振

興

事
業

団
を
設

置

4.1石
炭

局
に
産
炭

地
域

振
興
課

を
設

置

12.286条
市
町

村
の

追
加
(14市

町
村
)

そ
の
他

自
治
省
発
足

全
国
総
合
開
発
計
画



年1964

(S39)

1965

(S40)

1966

(S41)

1967

(S42)

1968

(S43)

1969

(S44)

1970

(S45)

1971

(S46)

田
川

市

坂
田
九
十
百

市
長

(四
期
)

総
合

計
画
基

本
構

想

坂
田
九
十
百

市
長

(五
期
)

炭
鉱

2.3筑
豊
地

域
再

開
発

専
門
委
員

会
の
同
地
域

再

開
発
計
画

が
ま

と
ま
る

石
炭
六

法

6.30産
炭
法

の
有
効

期

限
を
昭
和
46年

11月
12日

ま
で
5年

間
延

長

5.27石
炭
並

び
に
石

油

及
び
エ

ネ
ル

ギ
ー
需
給

構

造
高
度

化
対
策

特
別
会

計

法産
炭
法

の
有
効

期
限

を
昭

和
56年

11月
12日

ま
で
10

年
間
延

長

産
炭
地
域
振
興
審
議
会

産
炭
審

へ
諮

問

11.30産
炭
審

か
ら
答

申8.12産
炭

審
へ

諮
問

11.18産
炭

審
か

ら
答

申12.28基
本
計

画
及

び

実
施
計

画
の

改
定

石
炭
対
策
等

12.16第
2次

石
炭
政

策
(昭

和
40年

度
か

ら

実
施
)

7.25第
3次

石
炭
政

策
(昭

和
42年

度
か

ら

実
施
)

12.25第
4次

石
炭
政

策
(昭

和
44年

度
か

ら

実
施
)

具
体
的
施
策
等

産
炭
地
域
小
水
系
開
発

事
業
費
補
助
金
の
新
設

産
炭
地
域
振
興
事
業
債

調
整
分
利
子
補
給
金
の

新
設

産
炭
地
域
振
興
臨
時
交

付
金
制
度
の
新
設

5.236条
市
町
村

の

追
加
(大

島
町
)

そ
の
他

同
和
対
策
審
議
会
答
申

地
域
改
善
対
策
特
別
措
置

法7.10地
域
改

善
対
策

特

定
事
業

に
係

る
国
の
財

政

上
の
特

別
措
置

に
関

す
る

法
律
(旧

同
和

対
策
事

業

特
別
措

置
法
)

新
全
国

総
合

開
発
計

画

4.1過
疎
地

域
活
性

化

特
別
措

置
法
(旧

過
疎

地

域
対
策

緊
急
措

置
法
)



年1972

(S47)

1973

(S48)

1974

(S49)

1975

(S50)

1977

(S52)

1978

(S53)

1979

(S54)

1980

(S55)

1981

(S56)

1982

(S57)

田
川
市

坂
田
九
十
百

市
長

(六
期
)

滝
井

義
高
市

長
就
任

(～
期
)

第
2次

総
合

計
画

炭
鉱

1.9嘉
穂

郡
の
山
野
鉱

業
所

、
3.30で

閉
山

を
通

告11.29筑
豊
最
後

の
ヤ
マ

宮
田
町

の
貝
島
大

之
浦

炭

鉱
閉

山

11.20福
岡
県
産

炭
地

発

展
計
画

を
策
定

12.1産
炭
地

域
振
興

対

策
室

を
廃

止

石
炭
六
法

産
炭
法

の
有
効

期
限

を
平

成
3年

11月
12日

ま
で
10

年
間
延
長

4.20臨
時
石

炭
鉱
害

復

旧
法
改

正
公
布

、
施
行

産
炭
地
域
振
興
審
議
会

6.2産
炭

審
へ

諮
問

1.10産
炭

審
か

ら
答

申3.19基
本
計

画
及

び

実
施
計

画
の

改
定

石
炭
対
策
等

6.29第
5次

石
炭

政

策
(昭

和
48年

度
か

ら

実
施
)

7.16第
6次

石
炭
政

策
(昭

和
51年

度
か

ら

実
施
)

8.4第
7次

石
炭
政

策
(昭

和
57年

度
か

ら

実
施
)

具
体
的
施
策
等

10.2産
炭
地
域

振
興

事
業

団
を
工

業
再

配

置
・
産

炭
地
域

振
興
公

団
へ
改

組

11.296条
市

町
村

の

追
加
(高

島
町
)

8.1工
業
再

配
置

・

産
炭
地
域

振
興

公
団

を

地
域
振
興

整
備

公
団

へ

醜

そ
の
他

田
中
角
栄
r日

本
列
島
改

造
論

』
工
業

再
配
置

促
進

法

第
1次

石
油

危
機

第
三
次
全
国
総
合
開
発
計

画第
2次

石
油
危
機

過
疎
地
域
振
興
特
別
措
置

法



年1983

(S58)

1985

(S60)

1986

(S61)

1987

(S62)

1988

(S63)

1989

(H元
年
)

1990

(H2)

田
川

市

滝
井

義
高
市

長

(二
期
)

8.20産
炭

地
域
振

興
田
川
地

区
住
民
会

議
の
代
表

が
地
元
選

出
の
衆
参
両

議
院

や

労
働
省

を
は

じ
め
、

関
係

省
庁

に
対

し
て

陳
情

7.4滝
井

市
長

と

市
議

会
建
設

労
働

委

員
会

は
労
働

省
へ

陳

情滝
井

義
高
市

長

(三
期
)

第
3次

総
合

計
画

炭
鉱

7.1田
川
地

区
10市

町

村
が
協
力

し
て
振

興
促

進

協
議
会

を
発
足

4.7「
筑
豊

地
域

振
興

対
抗
一
誇

り
う
る
郷
土

の

創
造

に
向

け
て
」

を
策

定

8.28第
8次

石
炭
政

策

及
び
石
炭

関
係

三
法

に
関

す
る
産
炭

地
域

振
興

県
民

総
決
起
大

会
を
開
催

11.27長
崎

の
三
菱

高
島

鉱
閉

山

石
炭
六

法
産
炭
地
域
振
興
審
議
会

5.28産
炭
地

域
振
興

審
議
会

11.12今
後

の
産
炭
地

域
振
興

対
策

に
つ

い
て

4.26産
炭

審
へ

諮
問

11.30産
炭

審
か

ら
答

申

石
炭
対
策
等

11.28石
炭
鉱

業
審
議

会
、
第
8次

石
炭

政
策

を
答
申

11.28第
8次

石
炭
政

策
(昭

和
62年

度
か

ら

実
施
)

具
体
的
施
策
等

4,1「
い
わ

き
産

炭

地
域
経

済
生

活
圏

」
指

定
解

除
(産

炭
地
域

は

204市
町
村
)

産
炭
地
域
総
合
支
援
事

業
の
創
設

そ
の
他

補
助

金
整

理
合
理

化
臨

時

特
例

法
公

布
(高

率
補
助

カ
ッ

ト
)

ふ
る

さ
と
創

生
資

金
(1

団
体
1億

円
・
3,300億

円
)

消
費
税
実
施

消
費
譲
与
税

地
域

づ
く

り
推

進
事

業

(S63～
H2、

1.3兆
円
)

過
疎
地

域
活
性

化
特
別

措

置
法



年1991

(H3)

1992

(H4)

1993

(H5)

1994

(H6)

1995

(H7)

田
川

市

滝
井

義
高
市

長

(四
期
)

第
3次

総
合

計
画

後
期

基
本
計

画
パ

イ
ロ

ッ
ト
自
治
体

制
度

の
適

用
自
治
体

に
指

定

滝
井

義
高
市

長

(五
期
)

炭
鉱

1.28福
岡
県
産

炭
地

域

振
興

実
施

計
画

を
策
定

石
炭
六
法

産
炭
法

の
有
効
期

限
を
平

成
13年

11月
12日

ま
で
10

年
間
延
長

3.30臨
時
石

炭
鉱
害

復

旧
法
改
正

公
布

、
施
行

産
炭
地
域
振
興
審
議
会

5.27産
炭
地
域

振
興

審
議
会
(産

炭
地

域
の

大
幅

な
見

直
し

を
答

申
)

6.12基
本
計

画
の
策

定12.6産
炭
地
域

振
興

審
議
会

産
炭
地

域
振
興

実
施

計
画

に
つ
い

て
の
諮

問

及
び
答

申

12.21通
産
省

、
産
炭

地
域
振
興

実
施

計
画

の

策
定

1.12産
炭
地
域

振
興

審
議
会

平
成
6年

4月
1日

付

で
産
炭
地

域
指

定
解

除

及
び
変
更

に
つ
い
て

6.29産
炭
地

域
振
興

審
議
会

実
施
計
画

の
進

捗
状
況

に
つ

い
て
審
議

石
炭
対
策
等

6.7石
炭

鉱
業

審
議

会
、
「今

後
の
石
炭

政
策

の
在

り
方

に
つ

い
て
」

答
申新
石
油
政

策
(平

成

4年
度

か
ら
実
施

。
政

策
期

間
は
10年

)

具
体
的
施
策
等

4.16条
市
町
村

の

追
加
(釧

路
市
、
高

田

町
、
大

和
町
)

産
炭
地

域
活
性

化
事

業

費
補
助

金
の

創
設

4.1①
指

定
解
除

②
指
定

変
更

・
6条

→
10条

(9市
町
)

・
10条

→
2条

(3市
町
)

(産
炭

地
域

は
171市

町

村
)

そ
の
他

地
対

財
特

法
5年

間
延

長パ
イ

ロ
ッ

ト
自
治
体
指

定

ふ
る

さ
と

づ
く

り
事

業

(H5～
7、

4.4兆
円
)

阪
神

大
震

災



注
(1
)
石
炭
六
法
と
は
、
産
炭
地
域
振
興
臨
時
措
置
法
、
石
炭
鉱
業
構
造
調
整

臨
時
措
置
法
、
石
炭

並
び
に
石
油

及
び

エ
ネ
ル
ギ

ー
需
給
構
造
高
度
化
対

策
特
別
会
計
法
、
炭
鉱
労
働
者
等

の
雇
用

の
安
定
等

に
関
す
る
臨
時
措
置

法
、
臨
時
石
炭
鉱
害
復
旧
法
、
石
炭
鉱
害
賠
償
等
臨
時
措
置
法
を
指
す
。

(2
)

『昭
和
五

一
年
度

決
算
実
績
報
告
書
』

一
頁
。

(3
)

『昭
和
六
三
年
度

決
算
実
績
報
告
書
』

一
頁
。

(4
)
経
常
的

一
般
財
源
と
は
、
地
方
税
、
普

通
交
付
税
を
中
心

と
す
る
、
毎

年
度
経
常
的

に
収
入

さ
れ
る

一
般
財
源

の
こ
と
で
あ
る
。

(5
)
財
源
対
策
債
と
は
、
「昭
和

51
年
度
以
降
、
地
方
財
政
対
策
に
お
け
る

年1996

(H8)

1997

(H9)

1998

(H10)

1999

(H11)

田
川

市

滝
井

義
高

市
長

(六
期
)

炭
鉱

8.30通
産

省
工

業
技

術

院
公
害

資
源
研

究
所

九
州

石
炭
鉱

山
技
術

試
験

セ
ン

タ
ー
試
験

炭
鉱

、
閉
鎖

石
炭
六

法
産
炭
地
域
振
興
審
議
会

8.23産
炭
地
域

振
興

審
議

会

5,16産
炭
地
域

振
興

審
議
会

8圏
域
指

定
解

除
の
報

告
及

び
三

井
三

池
炭
鉱

閉
山

に
伴

う
産

炭
地
域

振
興

関
係

各
省

庁
等

の

対
策

に
つ
い

て

6.16「
現

行
の

産
炭

地
域

振
興

対
策

の
円
滑

な
完
了

に
向

け
て
の
進

め
方
」

に
つ

い
て
産
炭

審
へ
諮

問

石
炭
対
策
等

4.1「
原

油
等

関
税

」

税
率

引
き
下

げ

315円
/Kl(平

成
4

～
8年

度
)

→
215円

/Kl

8.9石
炭

鉱
業

審
議

会
答
申

「現
行

の
石
炭

政
策

の
円

滑
な
完

了
に

向
け
て
の
進

め
方
に
つ

い
て
」

具
体
的
施
策
等

4.1指
定

変
更

・
6条

→
10条

(1市
)

・
10条

→
2条

(3市
町
)

4.1指
定
解

除

(産
炭

地
域

は
102市

町

村
)

そ
の
他

地
方
分
権

推
進
委

員
会

「中
間
報

告
」

「第
一
次

勧

告
」

地
方
消
費

税

地
方
分
権

推
進

委
員
会

「第
二
次

～
四
次

勧
告

」

資
料

福
岡
県

「福
岡
県

産
炭
地

域
の
現

状
」

平
成
10年

12月

「戦
争

と
筑

豊
の

炭
坑
」
編

集
委

員
会
編

『戦
争

と
筑

豊
の

炭
坑
」

海
鳥
社

、
1999他



((((((((

地
方
財
源
不
足
額

は
、
地
方
交
付
税

の
増
額

と
建
設
地
方
債

の
増
発

に
よ

り
補

て
ん
さ
れ
た
が
、
こ
の
補
て
ん
の
た
め
に
増
発
さ
れ
る
建
設
地
方
債
」

の
こ
と
で
あ
る
。
石
原
・
嶋
津
監
修
/
横
田
・斉
藤

・益
本
編
集

『
四
訂

地

方
財
政
小
辞
典
』
ぎ

ょ
う
せ
い
、

】
九
九
八
、

二
二

}
頁
。

6
)
『平
成
元
年

決
算
実
績
報
告
書
』
二
頁
。

7
)
失
対
四
事
業

と
は
、
一
般
失
業
対
策
事
業
、
炭
鉱
離
職
者
緊
急
就
労
対

策
事
業
、
産
炭
地
域
開
発
就
労
事
業
、
特
定
地
域
開
発
就
労
事
業
の
こ
と
で

あ
る
。

8
)
『平
成
元
年
度

決
算
実
績
報
告
書
』

三
頁
。

9
)
『平
成
七
年
度

決
算
実
績
報
告
書
』
三
頁
。

10
)
『平
成
元
年
度

決
算
実
績
報
告
書
』
九
頁
。

11
)
自
治
省
編

『地
方
財
政
白
書

平
成
一
一

年
度
版

(平
成
九
年
度
決

算
)
』
大
蔵
省
印
刷
局
、

一
九
九
九
、

一
六
頁
。

12
)
自
治
省
編

『地
方
財
政
白
書

平
成

一
一
年
度

版

(平
成
九
年
度
決

算
)
』

一
九
頁
。

13
)
石
原

・
嶋
津
監
修
/
横
田

・
斉
藤

・
益
本
編
集
、
前
掲
、
五

一
二
頁
。

一178一


